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社会教育委員 公民館運営審議会 図書館協議会 特別職報酬等審議会

募集人員 １人 ２人 １人 １人

職務内容
社会教育に関し、教育委員
会に助言するため、計画の
立案、調査研究、諮問の答
申等を行う

館長の諮問に応じ、公民
館の各種事業の企画実施
につき調査審議する

図書館の運営に関し、館長
の諮問に応じるとともに、
図書館奉仕に関し、館長に
対して意見を述べる

特別職の報酬等に関する事項
について議論し、意見を述べ
る

応募資格（共通） 次の❶～❸のすべてを満たす人。❶市内に居住または市内の事業所に勤務する人　❷市職員、市議会議員でない人
❸暴力団員でない人

応募資格（個別） 学校および社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う人、学識経験のあ
る人

市長および市議会議員の選挙
権を有する人

任　　期 令和5年4月１日　～　令和7年3月31日

応募方法 申込書に必要事項を記入し、400字以上800字以内の小論文（書式自由、各テーマは下記のとおり）を添えて、持
参または郵送のいずれかの方法で提出

応募期限 令和5年１月6日（金）必着

報　　酬 年額35,000円 日額8,000円 年額20,000円 日額8,000円

小論文のテーマ 社会教育に期待すること 公民館に期待すること 図書館に期待すること 特別職の報酬のあり方に
ついて

問合せ先 社会教育課☎43-5232 中央公民館☎43-5038 市立図書館☎53-0234 総務課☎43-5001

市の各事業・施設の運営を審議する審議会・協議会等の委員を公募し
ます。詳しくはお問合せください。各種委員の公募

　
市
で
は
、
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
を
支

え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
財
源

を
確
保
す
る
た
め
、
債
権
（
市
税
・

保
険
料
・
保
育
料
・
使
用
料
・
貸

付
金
な
ど
）
の
管
理
・
回
収
を
強
化

し
て
い
ま
す
。

　
12
月
は
税
の
全
島 

一 

斉
徴
収
強
化

月
間
で
す
。
淡
路
島
内
３
市
と
洲
本

県
税
事
務
所
は
税
負
担
の
公
平
性
を

確
保
す
る
た
め
に
、
財
産
の
差
押
え

な
ど
の
滞
納
対
策
を
強
化
し
ま
す
。

納
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
、
納
期
限
内

に
必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

「
う
っ
か
り
忘
れ
」
の
防
止
に

口
座
振
替
を

　
税
金
な
ど
の
納
付
に
は
、
口
座
振

替
が
利
用
で
き
ま
す
。
口
座
か
ら
自

動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
る
た
め
、
納

め
に
行
く
手
間
が
省
け
、
納
期
限
を

忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
も
安
心
で
す
。

市
内
の
金
融
機
関
や
市
役
所
の
各
担

当
課
で
申
込
み
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
市
役
所
本
館
１
階
で
は
、

納
付
書
が
あ
れ
ば
土
日
祝
日
（
開
庁

時
間
内
の
み
）
も
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
ほ
か
、
市
税
は
納
期
限
内
で

あ
れ
ば
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
も

納
付
で
き
ま
す
。

※
納
期
限
内
に
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
各
担
当
課
に
ご
相
談
く
だ
さ

い

お知
らせ

問税務課☎ 43-5213

対象科目 口座振替 コンビニ・
スマホ決済

市税 市県民税（普通徴収）、軽自動車税（種別割）、
固定資産税、国民健康保険税 〇 〇

保険料 介護保険料、後期高齢者医療保険料 〇 ×

保育料 保育料、延長保育料、一時保育料、こども
園保育料、給食費（保育所・こども園） 〇 ×

その他 学童保育利用料、アフタースクール利用料、
市営住宅使用料、福良財産区駐車場使用料 〇 ×

市の税金や料金は納期限までに納めましょう
「ストップ滞納 ‼」税の徴収強化月間スタート

◆口座振替・コンビニ納付等ができる市税・料金

❶国民健康保険税・・・【6期】
❷介護保険料・・・・・・・【5期】
❸後期高齢保険料・・・【6期】

（問）❶税務課☎43-5213
　　❷長寿・保険課☎43-5217
　　❸長寿・保険課医療保険係☎43-5257

納期限は12月26日（月）納期限は12月26日（月）

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）は
、

毎
年
４
月
１
日
時
点
の
所
有
者

に
１
年
分
の
税
金
が
課
税
さ
れ

ま
す
。
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
小

型
特
殊
自
動
車
や
原
動
機
付

自
転
車
、
軽
自
動
車
な
ど
を
売

却
、
譲
渡
、
廃
棄
し
た
と
き
は
、

名
義
変
更
や
廃
車
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
農
地
や
事
業
所
内
で
使
う
小

型
特
殊
自
動
車
は
、
道
路
を
走

ら
な
く
て
も
軽
自
動
車
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。
お
持
ち
の
車

両
で
申
告
し
て
い
な
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
申
告
し
て
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
交
付
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。

　
３
月
末
は
窓
口
が
混
雑
し
ま

す
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
お

済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

車
両
の
種
類
／
手
続
き
の
窓
口

❶
原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特

殊
自
動
車
／
市
役
所
総
合
窓

口
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
税
務
課

❷
１
２
５
cc
超
二
輪
車
、
軽
四

輪
車
、
軽
三
輪
車
／
南
あ
わ

じ
市
自
家
用
自
動
車
協
会

※
❶
の
廃
車
に
は
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
、
名
義
変
更
に
は
譲

渡
証
明
書
、
新
規
登
録
に
は

販
売
証
明
書
ま
た
は
廃
車
証

明
書
、
譲
渡
証
明
書
を
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。
❷
の
手
続

き
に
必
要
な
も
の
は
、
同
協

会
（
☎
42
・
０
４
０
９
）
に

お
問
合
せ
く
だ
さ
い

原付・小型特殊自動車・
軽自動車などの手続きをお忘れなく

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

お知
らせ

問税務課☎ 43-5213問地域包括支援センター☎ 43-5237 問地域包括支援センター☎ 43-5237

一人暮らし高齢者等の
緊急通報システム設置補助

　

在
宅
高
齢
者
等
が
緊
急
時

に
、
ボ
タ
ン
を
押
す
と
広
域
消

防
へ
通
報
で
き
る
「
緊
急
通
報

シ
ス
テ
ム
」
の
設
置
を
補
助
し

ま
す
。
急
病
な
ど
の
緊
急
事
態

の
際
に
、
迅
速
な
援
護
に
つ
な

が
り
ま
す
。

補
助
対
象
者　
お
お
む
ね
65
歳

以
上
の 

一 

人
暮
ら
し
の
人
ま

た
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯
、

重
度
身
体
障
害
者
の
み
の
世

帯
※
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
は
固
定

の
電
話
回
線
が
必
要
。
申
請
の

際
に
は
近
隣
に
住
む
協
力
員

（
３
人
以
上
）
が
必
要
で
す

費
用
負
担　
所
得
税
非
課
税

世
帯
は
設
置
費
の
自
己
負
担

な
し
。
所
得
税
課
税
世
帯
は

設
置
費
（
１
万
３
０
０
０
円

＋
税
）
は
自
己
負
担
。
毎
月

の
機
器
使
用
に
必
要
な
電
気

代
・
電
話
代
は
利
用
者
負
担

と
な
り
ま
す
。

※
申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
合
せ
く
だ
さ
い

高齢者世帯の
火災警報器設置補助

　
高
齢
者
世
帯
の
火
災
警
報
器

の
新
規
設
置
、
取
り
換
え
に
か

か
る
費
用
を
補
助
し
ま
す
。

　
火
災
警
報
器
は
法
律
や
条
例

で
、
す
べ
て
の
住
宅
に
設
置
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
取
り
換
え
時
期
の
目
安
は

約
10
年
で
す
。

　

住
宅
に
設
置
し
て
い
な
い
、

ま
た
は
取
り
換
え
時
期
に
な
っ

た
世
帯
の
人
は
、
お
問
合
せ
く

だ
さ
い
。

補
助
対
象
者　
高
齢
者
の
み
の

世
帯
で
、
所
得
税
が
非
課
税

ま
た
は
免
除
さ
れ
て
い
る
世

帯
に
属
す
る
人

※
電
池
交
換
は
対
象
外

※
事
前
の
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は

お
問
合
せ
く
だ
さ
い

　

法
務
省
で
は
、
花
の
種
子

な
ど
を
協
力
し
て
育
て
る
こ
と

で
、
子
ど
も
た
ち
に
生
命
の
尊

さ
を
学
ん
で
も
ら
お
う
と「『
人

権
の
花
』
運
動
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。今
年
は
広
田
保
育
園
、

志
知
幼
稚
園
、
榎
列
保
育
所
、

阿
万
保
育
所
の
４
施
設
が
同
運

動
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

　
ま
た
、
神
戸
地
方
法
務
局
洲

本
支
局
の
職
員
と
市
内
の
人
権

擁
護
委
員
ら
に
よ
る
人
権
教
室

が
10
月
28
日
に
志
知
幼
稚
園
、

11
月
1
日
に
阿
万
保
育
所
で
あ

り
ま
し
た
。
同
運
動
を
行
う
施

設
な
ど
を
対
象
に
行
わ
れ
た
同

教
室
に
は
３
～
５
歳
の
園
児
ら

が
参
加
。
両
日
あ
わ
せ
て
53
人

が
、
人
権
擁
護
委
員
の
話
を
聞

い
た
り
、
紙
芝
居
を
見
た
り
し

て
、
思
い
や
り
や
命
の
大
切
さ

を
学
び
ま
し
た
。

思いやり・命を大切に
園児らが「人権の花」運動

問社会教育課☎ 43-5232

人権教室に参加した阿万保育所の園児ら




